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令和７年６月２６日 男女共同参画推進本部会議 
   

開催日時  令和７年６月２６日（木） 午前９時２０分から午前１０時４５分まで 

開催場所  庁議室 

出 席 者  辻川副市長、南川副市長、教育長、総合政策部長、総合政策部理事（草津未来研究所担

当）、総合政策部理事（経営・ＤＸ戦略担当）、危機管理監、総務部長兼法令遵守監、まちづく

り協働部長、環境経済部長、健康福祉部長、健康福祉部理事（健幸都市づくり・地域共生社

会推進担当）兼こども若者部理事（こどもの居場所づくり担当）、こども若者部長、特命監（都

市戦略担当）兼都市計画部長、都市計画部理事（交通・開発担当）、建設部技監、建設部長、

上下水道部長、教育部長、教育部理事（スポーツ担当）、教育部理事（学校教育担当）、議会

事務局長、監査委員事務局長 

欠 席 者  なし 

議事概要  下記のとおり 

 

１．議 題  

（１）女性活躍推進法に基づく草津市特定事業主行動計画の進捗状況について 【報告】           

                                                     【資料：報１－１】 

【事務局から資料に基づき説明】 

・【報１－１】女性活躍推進法に基づき令和３年度から令和７年度を計画期間とした草津市特定事業主行

動計画を策定し、取り組みを進めている。 

・成果目標と令和６年度の進捗状況について、採用後１５年以内の女性職員の離職割合が２１．３％と高

止まりの状況である。子育てと仕事の両立が難しくなることによる離職を防ぐため、部分休業や時差勤務、

テレワーク等の多様な働き方の制度周知や環境整備を進めていく必要がある。 

・健康デー(水曜日のノー残業デー)の達成率は７７．０％、水曜日定時退庁が困難な場合は他曜日で実施

することや時間外勤務縮減策と合わせて周知徹底を図りたい。 

・管理的地位にある職員に占める女性割合３０．８％、年々緩やかに上昇している。管理職手前の職階に

占める女性職員割合は４割に近く、今後も女性管理職の増加が見込まれる。 

・育児休業を取得する男性職員の割合は近年上昇しており６６．７％、今年度４月に策定した次世代育成

支援対策推進法に基づく草津市特定事業主行動計画では、国のこども未来戦略の目標値に合わせて育

児休業を取得する男性職員の割合を８５％と見直しており、今後も制度周知、相談対応等により、更なる

取得率向上に向け取り組んでいく。 

・配偶者出産休暇、育児参加のための休暇のいずれかを取得する男性職員の割合は８１．５％、取得率

向上に向け制度周知、職場環境の整備に取り組んでいきたい。 

 

 

（２）第４次草津市男女共同参画推進計画の進捗状況について 【報告】         

 【資料：報２－１～４】 

【事務局から資料に基づき説明】 

・【報２－１】項目２「男は仕事、女は家庭」と考える市民の割合は、５年前から１１ポイント減となっており、

性別役割分担意識の改善がみられる。項目７滋賀県女性活躍推進企業の認定は、目標値とは差が大き

くなっている。項目９「女性の総合相談・DV相談」の相談件数は前年度から増加、DV相談は減少している

が、コロナ禍以降、外出機会が増え孤立や DV に陥りやすい環境が緩和されたと考えられる。項目１４「社
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会通念・習慣・しきたりなど」で男女が平等であると考える市民の割合は、５年前と比べ１．９ポイント上昇

しているが、目標値とは離れており固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みが根強く残っている

と考える。 

・【報２－２】相談事業について、各相談窓口と連携しながら必要な支援につないでいる。また、女性活躍

につながるよう Web 初心者学習会を今年度新たに実施する。今後も各施策の実施にご協力をお願いした

い。 

・【報２－３～４】審議会等における女性委員の参画率令和６年度実績は４２．０％と前年度から２．１ポイ

ント上昇した。女性委員の参画率４０％以上６０％以下の審議会は５８．６％と増加、令和３年度時点で女

性委員の参画率０％の審議会等が３つあったが、１つまで減少、女性委員の参画率３０％未満の審議会

等は１８．２％と減少傾向にあり、各部局のご尽力によるものである。引き続き目標達成に向けご協力をお

願いしたい。 

 

【主な意見】 

・【報２－３】委員総数が少ない審議会の男女比率は変動が大きく、難しいところがある。女性比率３０％未

満の審議会へ聞き取りをするとのことだが、同じ力の入れ方で聞き取りや働きかけをするのは効率的でな

いと考える。また、増減の表記について、機械的に増減を△▼＝で表記するのではなく、基準を満たして

いる審議会は増減を記載せず「ー」にするやり方もある。 

⇒ご意見としていただき、今後も各部局とやり取りしながら進めていきたい。 

・【報１－１、報２－１】は審議会にかけるのか。【報１－１】についても【報２－１】のように増減理由を書く必

要があると考える。 

⇒整理を行う。 

・【報２－１】項番１ 草津市男女共同参画推進条例を知っている市民の割合は５８．８％もいるのか。 

⇒R６年度実施の草津市男女共同参画に関するアンケート調査の結果であり、そのとおり。 

・項目９ 相談件数 R７年度目標値５１０件について、相談件数は増えれば増えるほど良いのか。 

⇒コロナ期の相談件数が多い時期の実績を元に目標値を設定しているが、困ったときに相談していただ

けるよう相談窓口を知っていただく必要がある。R６年度実施の草津市男女共同参画に関するアンケー

ト調査結果では相談窓口の認知度が低く、今後も必要な方へ知っていただけるよう周知が必要である。 

・項目１５ 女性の代表または副代表のいる町内会、行連区の割合の R６年度実績における増減理由に

ついて、減っている理由を書くのではないか。 

⇒前年度に比べて増加した理由を記載している。 

 

（３）その他 【報告】         

 【資料：３－１～２】 

【事務局から資料に基づき説明】 

・審議会等の公募委員の選考面接について、可能な限り男女の面接官による選考を実施いただきたい。 

 

また、会計年度任用職員を含む職員採用面接においても同様の取扱いとしていただきたい。 

 

 

 

 

 

このページのお問い合わせ 

 概要作成担当   草津市 総合政策部 男女共同参画センター 男女共同参画係 

    電話      077-565-1550 

    ファックス   077-565-1518 

    メール     danjo@city.kusatsu.lg.jp 


